
   

令和元年度第１回市川市介護保険地域運営委員会 

 

日時：令和元年８月 21日（水）     

午後２時～３時 30分（予定）   

場所：市川市仮本庁舎 ４階 第１委員会室 

 

 

会  議  次  第 

 

 

１ 開会 

 

２ 議題 

（１） 平成 30年度地域包括支援センターの事業報告について（報告）       

（２）  平成 30年度下半期地域包括支援センターの運営評価報告について（報告） 

（３） 地域包括支援センターの基本指針・運営指針（案）について（議案）   

（４） 令和元年度地域密着型サービスの公募について（報告）              

（５） 平成 30年度介護給付適正化事業について（報告）                      

（６） 介護予防支援事業等業務の委託事業者の追加について（報告）          

（７） 市川市の介護保険事業の特徴について（報告）             

（８） 地域密着型サービス事業者の指定及び指定更新について（報告） 

 

３ その他 

 

４ 閉会 

 

 

≪配布資料≫ 

・資料１   平成 30年度地域包括支援センターの事業報告について 

・資料２－１ 平成 30年度下半期地域包括支援センターの運営評価報告について 

・資料２－２ 平成 30年度下半期 高齢者サポートセンター運営評価結果一覧 

・資料２－３ 平成 30年度 高齢者サポートセンター運営評価（下半期） 

       今後期待したい取り組み 

・資料３－１ 市川市地域包括支援センター（高齢者サポートセンター） 

基本指針・運営指針（案）  

・資料３－２ 市川市地域包括支援センター（高齢者サポートセンター） 

基本指針・運営指針（案）新旧対照表 

・資料４－１ 令和元年度地域密着型サービス事業者の公募状況等について  



   

・資料４－２  第７期高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

（平成 30年度～平成 32年度）における地域密着型サービスの 

整備状況について 

・資料５   平成 30年度介護給付適正化事業について（報告） 

・資料６   介護予防支援事業等業務の委託事業者の追加について 

・資料７－１ 市川市の介護保険事業の特徴について 

・資料７－２ 地域分析・検討結果記入シート 

・資料７－３ 介護保険事業（支援）計画策定のための地域包括ケア 

「見える化」システム等を活用した地域分析の手引き（概要版） 

・資料８   地域密着型サービス事業者の指定及び指定更新について 
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平成 30年度地域包括支援センターの事業報告について 

 

地域包括支援センター（以下高齢者サポートセンター）では、介護予防ケアマネジメント事業、

包括的支援事業（総合相談支援事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業、

在宅医療・介護連携推進事業、認知症総合支援事業、地域ケア会議推進事業）、任意事業（家族介

護教室等）及び指定介護予防支援事業を実施した。 

 

１．介護予防ケアマネジメント事業（第１号介護予防支援事業） 

本市では平成 28 年 3月 1日から介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）を開始しており、

各高齢者サポートセンターでは、本サービスを利用する要支援 1、2 と認定された者及び介護予防・

生活支援サービス事業対象者（事業対象者）に対し介護予防ケアマネジメントを実施した。なお、

その業務の一部を居宅介護支援事業所に委託している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1回市川市介護保険地域運営委員会 
資料１ 

令和元年 8月 21日（水） 

 28 年度 29年度 30 年度 
介護予防ケアマネジメント実施件数（件） 11,339 17,340 17,996 

委託数 再掲（件） 7,173 11,400 11,956 

委託率（％） 63.3 65.7 66.4 
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○センター別実施件数（平成 30年度） 

センター名 
介護予防ケアマネ 
ジメント実施件数（件） 

委託数 再掲 
        （件） 

委託率 
      （％） 

国府台 419 131 31.3 

国分 1,217 797 65.5 

曽谷 793 652 82.2 

大柏 1,621 1,211 74.7 

宮久保・下貝塚 719 471 65.5 

市川第一 1,154 726 62.9 

市川第二 2,182 1,365 62.6 

真間 472 302 64.0 

菅野・須和田 1,558 1,144 73.4 

八幡 1,054 599 56.8 

市川東部 2,196 1,493 68.0 

信篤・二俣 646 358 55.4 

行徳 1,354 1,144 84.5 

南行徳第一 1,297 909 70.1 

南行徳第二 1,314 654 49.8 

合  計 17,996 11,956 66.4 
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２．総合相談支援事業 

高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、どのよ

うな支援が必要かを把握し、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用

につなげる等の支援、ネットワークの構築を行った。 

 

○相談件数（方法別） 
 

内 容 28 年度 29年度 30 年度 
総合相談件数（件） ※35,826 ※43,414 51,127 

電話（件） 19,684 25,802 31,701 

来所（件） 4,361 5,317 6,194 

訪問（件） 10,253 10,488 10,926 

文書（件） 345 381 531 

その他（件） 1,183 1,426 1,775 

※平成 28年度、平成 29年度の総合相談件数は、これまで内容別相談件数の合計を表記していた

が、今回より方法別相談件数の合計に改めた。 

 

〇相談件数（主要な内容別） 
内 容 28 年度 29年度 30 年度 

介護保険制度（件） 14,275 19,037 23,061 

虐待等権利擁護（件） 2,332 2,283 2,696 

成年後見制度（件） 960 1,840 2,153 

認知症（件） 8,814 11,574 12,394 
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○センター別方法別相談件数（平成 30年度） 

センター名 
総合相談 

     (件) 

電話 

 （件） 

来所 

 （件） 

訪問 

 （件） 

文書 

 （件） 

その他 

 （件） 

国府台 1,774 987 115 556 19 97 

国分 2,979 1,518 280 995 52 134 

曽谷 1,545 785 372 346 15 27 

大柏 4,756 2,567 965 951 165 108 

宮久保・下貝塚 1,199 566 122 464 1 46 

市川第一 3,684 1,887 999 716 9 73 

市川第二 4,482 2,669 598 1,049 39 127 

真間 1,476 839 226 343 12 56 

菅野・須和田 4,121 3,013 360 614 29 105 

八幡 6,575 4,449 797 777 77 475 

市川東部 5,381 3,644 400 1,106 41 190 

信篤・二俣 1,623 1,160 107 306 7 43 

行徳 4,068 2,288 342 1,273 22 143 

南行徳第一 3,633 2,537 252 675 38 131 

南行徳第二 3,831 2,792 259 755 5 20 

合  計 51,127 31,701 6,194 10,926 531 1,775 
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○センター別 内容別相談件数（平成 30年度） 

センター名 
介護保険制度   

     （件） 

認知症 

    （件） 

虐待等権利擁護 

（件） 

成年後見制度 

（件） 

国府台 778 582 60 88 

国分 1,930 1,111 215 74 

曽谷 392 378 96 47 

大柏 3,113 966 431 239 

宮久保・下貝塚 476 238 24 73 

市川第一 1,878 653 81 41 

市川第二 1,811 869 156 77 

真間 1,158 452 103 7 

菅野・須和田 1,917 890 97 212 

八幡 2,775 1,738 316 514 

市川東部 1,235 1,149 467 354 

信篤・二俣 560 431 4 102 

行徳 2,160 1,334 239 153 

南行徳第一 1,634 840 214 138 

南行徳第二 1,244 763 193 34 

 合   計 23,061 12,394 2,696 2,153 

〇地域における相談ネットワークの構築 
 

内 容 28 年度 29年度 30 年度 
民生委員地区協議会（回） 269 241 251 

地域ケアシステム関係会議（回） 152 180 179 
地域密着型サービス事業者による 
運営推進会議（回） 162 215 206 

定期巡回・随時対応訪問介護看護事業者
による介護・医療連携推進会議（回） 19 51 28 

出張窓口相談（回） 28 23 42 
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３．権利擁護事業 
虐待を受けている高齢者本人や虐待をしている養護者、その他虐待を発見した関係者（近隣住民

やケアマネジャー、介護保険サービス事業者など）からの通報、相談等の窓口になっている。 

虐待を受けている高齢者の安全確認及び事実確認を行うとともに、高齢者や虐待をしている養護

者に対し、支援を行った。さらに、毎月虐待ケース会議を実施し、受理した通報などに対し、支援

方法の検討を行った。また、市主催の高齢者虐待防止研修に参加した。 

消費者被害防止について、講座等による地域住民への周知・啓発、市川市消費生活センターや警

察等の関係機関との連携強化、地域への研修会を実施した。 

 

〇相談件数 
内 容 28 年度 29年度 30 年度 

  
 虐待等権利擁護（件） 2,332 2,283 2,696 

成年後見制度（件） 960 1,840 2,153 

 

〇市主催会議開催数 

内 容 28 年度 29年度 30 年度 
高齢者虐待防止ネットワーク 
会議 実務者会議（回） 3 4 3 

高齢者虐待防止ネットワーク 
会議 虐待ケース会議（回） 24 24 24 

 

〇会議への出席 
内 容 28 年度 29年度 30 年度 

他機関とのケース会議 
（困難事例への対応）（回）※ ― 88 143 

※他機関例：居宅介護支援事業所、サービス事業所、医療機関、認知症初期集中支援チーム、社会

福祉協議会、市川市生活サポートセンターそら、基幹相談支援センターえくる、中核地域生活支援

センターがじゅまる 他 
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４．包括的・継続的ケアマネジメント支援事業  
高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、個々の高齢者の状況に応じた適切な

ケアマネジメントを行うため、介護支援専門員の資質向上を図るとともに、支援困難事例等への指

導・助言等後方支援を行っている。 

 

（１）介護支援専門員に対する研修会の実績 

介護福祉課主催の介護支援専門員を対象とした研修会は、高齢者サポートセンターの協力を得て

実施している。また、圏域毎に高齢者サポートセンター主催の介護支援専門員研修を年 2回実施

（うち 1回は事例検討会）している。圏域の研修会には、事業所の主任介護支援専門員に企画・運

営等の協力を依頼し、主任介護支援専門員同士のネットワーク構築につとめた。 

この他、各高齢者サポートセンターで勉強会や相談会など情報交換の機会を設け、介護支援専門

員のネットワーク構築や支援困難事例に対して指導助言を行った。 

 

○市川市介護支援専門員研修実績 
 

 開催日 内容 
第
１
回 

平成 30 年 
7月 13 日 
（金） 

テーマ：市川市のサービスについて 
   介護予防ケアマネジメントの流れについて 
講師：市川市介護福祉課  
参加人数：165人 

第 
２
回 

平成 30 年 
 9月 13 日 
（木） 

テーマ：認知症の方への服薬管理について 
講師：市川市薬剤師会 
参加人数：135人 

第 
３
回 

平成 30 年 
 11月 16日
（金） 

テーマ：脳卒中の方のアセスメント～自立支援に向けて～ 
講師：市川市リハビリテーション協議会 
参加人数：112人 

 

○市川市主任介護支援専門員研修会実績 
 

開催日 内容 

平成 31年 
 1月 22日 
（火） 

テーマ：「スーパービジョンを学ぼう」事例検討方式からの気づき 
講師：千葉県介護支援専門員指導者 
参加人数：60人 

 

 

 

 

 



8  

○介護支援専門員研修会実績（高齢者サポートセンター主催） 
 

 

（２）介護支援専門員に対する個別指導および相談実績 

介護支援専門員を支援するため、各高齢者サポートセンターが相談窓口となり、関係機関との

連絡調整や指導・助言を行った。 

 

〇相談件数 
 

 28年度 29 年度 30 年度 
個別指導・相談（件）※ 1,847 2,246 4,039 

※ 指導困難事例等への指導・助言も含む 

 

圏域 開催日  内容 

東部 
平成 30 年  
6月 22 日
（金） 

テーマ：事例検討 
参加人数：47人 

西部 
平成 30 年  
6月 29 日
（金） 

テーマ：糸口を探そう！工夫のしどころ 
講師：障害者支援課、生活支援課、生活サポートセンターそら 
参加人数：38人 

北部 
平成 30 年  
7 月 24 日
（火） 

テーマ：精神疾患のある方への支援から障害プラントの密接な連携～ 
講師：市川市障害者支援課、社会福祉法人サンワーク 
参加人数：38人 

南部 
平成 30 年 
 9月 19日
（水） 

テーマ：平成 30年度介護保険制度改正について考察、事例検討 
講師：ダイバーシティ浦安 
参加人数：56人 

西部 
平成 31 年  
1月 23 日
（水） 

テーマ：事例検討 ～みんなでアセスメントを学ぼう～ 
参加人数：28人 

北部 
平成 ３１年 
 1月 25 日
（金） 

テーマ： 訪問看護を必要とする人への支援 
講師：地域支えあい課 
参加人数：41人 

南部 
平成３１年 
 ２月８日
（金） 

テーマ：事例検討会（民生委員との合同研修会）  
参加人数：75人 

東部 
平成３１ 年 
 ２月 13 日
（水） 

テーマ： 高齢者の栄養について 
講師：公益社団法人 千葉県栄養士会 
参加人数：36人 
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５．在宅医療・介護連携推進事業 
医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の

最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために必要な支援を行った。 

 

（１）退院支援相談 

退院に向けて患者・利用者または家族の要望を踏まえて医療・介護関係者の連携の調整と支援を

行った。 

 28年度 29年度 30年度 

退院支援相談（件） 384 510 539 

 

（２）在宅医療・介護連携に関する会議及び研修 

 市等が主催する多職種連携をテーマにした研修会に２回、また医療ソーシャルワーカー等地域連

携会議に１回出席した。グループディスカッション等を通して、医療・介護関係者と意見交換や情

報共有を行い連携の促進を図った。 

 

６．認知症総合支援事業 
 認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、認知症の人やその疑いのあ

る人に対する総合的な支援を行うため、認知症地域支援推進員を市内に 42人 （うち高齢者サポ

ートセンター36人）配置し、その者を中心として必要な支援を行った。 

 

（１）認知症初期集中支援チームとの連携 ※1 

認知症の人や認知症の疑いのある人、その家族の状況、相談内容から、必要と判断した場合には

認知症初期集中支援チームと連携し、認知症の早期発見・対応を実施した。 

 

〇高齢者サポートセンターから認知症初期集中支援チームへの依頼件数 

 28年度 29年度 30年度 

依頼件数（件） 35 39 36 

※1 認知症初期集中支援チームとは、認知症になっても、できる限り住み慣れた地域で暮らし続
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けられるよう、認知症（疑い含む）の人やその家族を支援するチーム。医療・保健・福祉の専門職

（市職員）と専門医で構成され、地域支えあい課に設置されている。 

 認知機能の低下による生活の困難さなどを、本人や家族と一緒に確認のうえ、支援の方向性を検

討し、必要に応じて高齢者サポートセンターと連携しながら自立した生活のサポートを行う。 

支援期間は概ね６か月間。 

 

（２）認知症カフェ 

 認知症の人を介護する家族の介護負担の軽減などのため、認知症の人や介護をする家族が気軽に

立ち寄れ、相談できるような認知症カフェを開催した。 

 

〇認知症カフェ 

 28年度 29年度 30年度 

開催数（回） 65 65 50 

参加人数（人） 1,326 1,159 979 

 

７．地域ケア会議推進事業  

地域ケア会議は、地域の支援者や保健医療及び福祉に関する専門職が協働し、介護支援専門員の

ケアマネジメント支援を通じて、高齢者が住み慣れた住まいで生活することを目的に実施している。

個別ケースの支援内容を検討し、地域支援ネットワークの構築や地域課題の把握を行い、地域づく

り等につなげた。 

 

 28年度 29 年度 30 年度 
地域ケア会議開催件数（件） 28 40 44 
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８．家族介護支援事業（任意事業） 
「家族介護教室」や「介護者相互の交流会」を開催し、要介護者を現に介護する者の支

援を行った。テーマとして在宅での介護に関連する排泄等実際の介護の方法や介護保険制

度の利用方法の他、高齢者の食事と栄養、住宅改修、施設の選び方等を取り上げた。 

 

〇家族介護教室 

 28年度 29年度 30年度 

開催数（回）※  45 45 45 

参加人数（人） 734 1,011 1,077 

※各センター年 3回実施を委託契約で規定 

 

〇介護者相互の交流会 

 28年度 29年度 30年度 

開催数（回） 22 20 24 

参加人数（人） 114 194 169 
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９．指定介護予防支援事業 
要支援 1、2 と認定された者に対する介護予防支援を実施した。また、その業務の一部を居

宅介護支援事業所に委託して実施した。 

 

 

〇センター別実施件数（平成 30年度） 

センター名 介護予防ケアプラン 

の作成数    （件） 

委託数 再掲 

（件） 

委託率 

（％） 

国府台 250 136 54.4 

国分 972 795 81.8 

曽谷 683 576 84.3 

大柏 1,766 1,552 87.9 

宮久保・下貝塚 580 384 66.2 

市川第一 729 576 79.0 

市川第二 1,172 892 76.1 

真間 289 245 84.8 

菅野・須和田 859 694 80.8 

八幡 790 479 60.6 

市川東部 1,815 1,334 73.5 

信篤・二俣 512 359 70.1 

行徳 1,112 1,083 97.4 

南行徳第一 1,383 1,050 75.9 

南行徳第二 1,013 598 59.0 

  合   計 13,925 10,753 77.2 

 

 28 年度 29年度 30 年度 
介護予防ケアプランの作成数（件） 15,171  12,163  13,925  

委託数 再掲（件） 11,622  9,119  10,753  

 委託率（％） 76.6  75.0  77.2  



 第１回市川市介護保険地域運営委員会 
資料２-１ 

令和元年 8月 21日（水） 

平成 30年度下半期地域包括支援センターの運営評価報告について 
 

運営評価の手順について      

 

１． 目的 

地域の高齢者とその家族を支援する中核的な役割を担う高齢者サポートセンターについ

て、一定の基準に基づいて運営・活動を評価し、その結果を活かしてより良い取組みを推

進することを目的とする。 

 

２． 評価期間    

  上半期（4月～9月）及び下半期（10月～3月）の計 2回 

 

３． 評価方法 

（１） 自己評価（高齢者サポートセンター運営評価チェックリスト） 

（２） 提出書類からの評価（事業計画書及び月別実績報告書等） 

（３） ヒアリング 

 

４．評価の流れ 

 （１）被評価者は高齢者サポートセンター運営評価チェックリストに基づき、自己評価を行う。 

（２）評価者は評価方法にしたがって行政評価を行う。 

（３）評価者は（２）で実施した評価内容を取りまとめ、評価結果報告書を作成する。 

 

ア 評価者   介護福祉課長及び担当職員 

イ 被評価者  高齢者サポートセンター職員 

ウ 評価項目  高齢者サポートセンター運営評価票 

 

評価基準 

評価点 評価水準 水準のめやす 

４ 最も肯定的な評価 ８０％以上の達成率 

３ ２より肯定的な評価を表す ８０～５０％程度の達成率 

２ １より肯定的な評価を表す ５０～２０％程度の達成率 

１ 最も否定的な評価 ２０％未満の達成率 

N 該当事例なし  

  

































































 第１回市川市介護保険地域運営委員会 
資料３-１ 

令和元年 8月 21日（水） 

市川市地域包括支援センター（高齢者サポートセンター） 

基本指針・運営指針（案） 

 

Ⅰ 方針策定の趣旨 

  この「市川市地域包括支援センター基本指針・運営指針」は、地域包括支

援センターの運営上の基本的考え方や理念、業務推進の指針等を明確にする

とともに、地域包括支援センター業務を効率的で円滑に実施することを目的

に策定します。 

 

 

Ⅱ 地域包括支援センター等の設置の目的 

地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定の

ために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の

増進を包括的に支援することを目的として設置します。 

  このために、市川市では、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよ

う、総合相談等を通じて支援する地域包括支援センターを、住民の生活区域

に合わせて１５ヶ所に設置し、機能強化を図っていきます。（介護保険法第

115 条の 46 第１項） 

また、センターの運営にあたっては、「市川市高齢者サポートセンター」と

いう愛称を使用します。（本文では「地域包括支援センター」と表記します。） 

 

 

Ⅲ 運営上の基本的考え方や理念 

１ 公益性の視点 

地域包括支援センターは、市の介護・福祉行政の一翼を担う「公益的な機関」

として、公正で中立性の高い事業運営を行います。 

地域包括支援センターの運営費用は、市民の負担する介護保険料や、国・県・

市の公費によって賄われていることを十分理解し、適切な事業運営を行います。 

 

２ 地域性の視点 

地域包括支援センターは、地域の介護・福祉サービスの提供体制を支える中

核的な機関であるため、担当圏域の地域特性や実情を踏まえた適切かつ柔軟な

事業運営を行います。 
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３ 協働性の視点 

  地域包括支援センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等の専

門職種の知識を生かしながら、常に情報を共有し、互いに業務の理念、基本

的な骨格を理解した上で、連携・協働の体制を作り、業務全体を「チーム」

として支えます。 

  地域の介護サービス事業者、医療機関、民生委員・児童委員等の関係者と

の連携に努めます。 

 

 

Ⅳ 業務推進の指針 

１ 共通事項 

（１）事業計画の策定と評価 

地域包括支援センターは、地域の実情に応じて必要となる重点課題・重点目

標を設定し、各地域での特色ある創意工夫した事業運営に努めます。 

この事業計画は、地域包括支援センターの基本姿勢を表すものとして、住民

に対しても分かりやすく広報します。 

 

（２）設置場所等 

地域住民や介護支援専門員、サービス事業者等の多様な関係者がアクセスし

やすい場所に設置します。 

運営における基本的視点（公益性、地域性、協働性）に立って設置します。 

センターの運営に必要な面積を有する事務室、相談室を設けます。また、相

談室は、相談者に配慮した形態とします。 

 

（３）職員の姿勢 

地域に暮らす高齢者が住み慣れた環境で自分らしい生活を継続させるため

の支援であることを念頭に置き、常に当事者に最善の利益を図るために業務を

遂行します。 

 

（４）地域との連携 

地域包括支援センター運営協議会（市川市介護保険地域運営委員会）や地域

ネットワーク会議等の場を通じて、地域の住民や関係団体、サービス利用者や

事業者等の意見を幅広く汲み上げ、日々の活動に反映させるとともに、地域が

抱える課題を把握し、解決に向け積極的に取り組みます。 
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（５）個人情報の保護 

個人情報の取り扱いには、十分留意し、守秘義務を厳守します。 

地域包括支援センターでは、高齢者等の様々な情報を得ることになるため、

その情報管理には万全を期することが求められます。地域包括支援センターが

有する高齢者等の情報が、業務に関係ない目的で使用されたり、不特定多数の

者に漏れることのないように情報管理を徹底します。 

 

（６）広報活動 

地域包括支援センターの業務を適切に実施していくため、また業務への理解

と協力を得るためにパンフレットや広報紙等を作成し、様々な場所や機関への

配布等を行うなど、地域住民及び関係者へ積極的に広報します。 

 

（７）苦情対応 

地域包括支援センター（指定介護予防支援事業所）に対する苦情対応窓口を

設置します。 

 

（８）窓口機能強化等（サブセンター） 

地域包括支援センターの業務を効果的に推進するため、地域の実情に応じて、

支所（サブセンター）が高齢者の実態把握や相談対応業務を、本所と支所が協

力・連携して実施します。 

 

２ 市の責務 

（１）適切な人員体制の確保 

地域における高齢化の状況、相談件数の増加、困難事例及び休日･夜間の対

応状況等を総合的に勘案し、センターの職員の活動が十分に行なえるよう、セ

ンターの業務量と役割に応じた人員体制の確保に努めます。 

 

（２）市との役割分担及び連携の強化 

公平・中立な立場から市施策との一体性を保ち、市とセンターがそれぞれの

役割を理解しながら運営していくために、センターの業務内容や運営方針を以

下のとおり定め、体制整備を図っていきます。 

 

【包括的支援事業の実施に係る指針】 

①地域包括ケアシステムの構築方針（第７期事業計画期間内） 

高齢者が、医療と介護の両方を必要とする状態になっても、さらに認知

症になった場合でも、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続



4 
 

けることができるよう、地域包括ケアシステムを推進します。 

ア 身近な相談窓口機能として、地域の住民の相談には懇切丁寧にワン  

ストップで対応を行い、地域包括支援センターの運営が安定的・継続的

に行われるよう努めます。 

イ 高齢者を「支える側・支えられる側」といった立場で分けるのではなく、

介護予防・生活支援・社会参加を一体的に融合させ、サービスを利用し

ながら地域とのつながりを維持できる、「地域づくり」に取組みます。 

ウ 介護予防・生活支援サービスの充実に向けて、コミュニティワーカー（生

活支援コーディネーター）と連携し、地域資源の把握、住民ニーズの把

握に努めます。 

エ 不足している資源に対して、多様な担い手を育成し、介護予防・生活支

援ニーズに対するサービスを創出する仕組みづくりを行います。 

オ 適切な医療や介護を受けられるよう、医療と介護の連携を図り、認知症

の人やその家族への支援については、認知症初期集中支援チームと連携

し、早期から関わる支援体制の構築を図ります。 

カ 地域包括支援センターに認知症地域支援推進員等を配置し、相談体制を

整えます。また、認知症カフェ実施に関する企画及び調整を行います。 

キ 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」「小規模多機能型居宅介護」等の

地域密着型サービス事業者と連携し、地域での生活を支える体制づくり

に努めます。 

 

②区域（日常生活圏域）ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務の方針 

ア 認知症及び独居世帯等の高齢者の生活状況の確認に努めます。 

イ 社会的活動（ボランティア等）を希望する高齢者の把握に努めます。 

 

③介護事業者、医療機関、民生委員・児童委員、ボランティア等の関係者との

ネットワーク（地域社会との連携及び専門職との連携）構築の方針 

ア 住民や高齢者を含め地域の関係者を集めて、地域ケア会議で把握した 

地域の課題を共有するための勉強会やワークショップなどの開催に努め

ます。 

イ 医療・介護等の多職種が集まる研修会への参加を促進します。 

    

④介護予防に係るケアマネジメント（第１号介護予防支援事業等）の実施 

方針 

指定介護サービス事業所の活用に加え、住民主体の通いの場等の活用を推 

進します。 
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⑤介護支援専門員に対する支援・指導の実施方針 

ア 個別相談を受ける体制を確保します。 

イ 定期的な情報交換会、介護支援専門員の資質向上に向けた地域ケア会議、 

研修会等を実施します。 

 

⑥地域ケア会議の運営方針 

地域ケア会議は、医療、介護等の専門職をはじめ、民生委員・児童委員、

自治会長、ＮＰＯ法人、社会福祉法人、ボランティアなど地域の多様な関係

者が適宜協働し、介護支援専門員のケアマネジメント支援を通じて、介護等

が必要な高齢者の住み慣れた住まいでの生活を地域全体で支援していくこ

とを目的とします。なお、介護支援専門員の資質向上に資するよう、市の全

ての介護支援専門員が地域ケア会議での支援が受けられるようにするなど、

その効果的な実施に努めます。 

また、個別ケースの検討により共有された地域課題を地域づくりや政策形

成に着実に結びつけ、地域包括ケアシステムの構築に向けた施策の推進に、

市と連携し、かつ役割分担を行いながら取組みます。 

 

⑦市との連携方針 

市と地域包括支援センターの連携のため、下記に掲げる各種連絡会議を定 

期開催又は出席します。 

○市川市ケアマネ研修会 

○高齢者サポートセンター連絡会 

・管理者会議 

・日常生活圏域ごとの会議 

・高齢者虐待防止ネットワーク会議 

○民生委員・児童委員地区協議会 

○地域ケア推進連絡会（市内 14 の地区社会福祉協議会主催） 

○自治（町）会等の地域団体が主催する会議 

○在宅医療・介護連携推進に関する会議及び研修 

○地域密着型サービス事業者による運営推進会議 

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者による介護・医療連携 

推進会議 

○その他関係機関が主催する会議等 

 

⑧公正・中立性確保のための方針 

ア 介護サービス事業所、居宅介護支援事業所を紹介した経緯を記録するな
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ど公正・中立性の確保に努めます。 

イ 市川市介護保険地域運営委員会において地域包括支援センター業務に

ついての報告、説明等への協力をします。 

ウ 市が定める運営方針を踏まえた効果的、効率的な運営がなされ 

ているか等について、自己評価を実施するとともに市の定期的な点検 

を受け、公平性・中立性の確保に努めます。 

 

（３）センター間における役割分担と連携の強化 

市川市 福祉部 介護福祉課 包括支援グループが基幹的な役割を担い、

センター間の総合調整や介護予防のケアマネジメント及び地域ケア会議

等の後方支援を行い、連携の機能強化を図っていきます。 

 

（４）効果的なセンター運営の継続 

  ①自己評価と市の定期的な点検 

    市川市介護保険地域運営委員会と連携し、市が定める運営方針を踏ま

えた効果的、効率的な運営がなされているか等について、点検・評価を

適切に行い、公平性・中立性の確保や効果的な取組の充実を図るととも

に、不十分な点については改善に向けた取組を行っていくことで中長期

的な観点からも一定の運営水準を確保していきます。（法第 115 条の４

６第４項、法第 115 条の４６第９項） 

②センター情報の公表 

地域で生活する高齢者やその家族等の身近な相談機関として、その業

務内容や運営状況等を幅広く周知し、センターの円滑な利用やその取組

に対する住民の理解を促進するために、市はセンターの業務内容や活動

状況等に関する情報を公表します。（法第１１５条の４６第 10 項） 

 

３ 事業内容 

（１）包括的支援事業 

【地域包括支援センターの運営】 

①介護予防ケアマネジメント業務（第１号介護予防支援事業） 

     第１号介護予防支援事業（居宅要支援被保険者に係るものを除く。）

は、市川市が開始する介護予防・日常生活支援総合事業のうち、「基本

チェックリスト該当者」に対して、介護予防及び日常生活支援を目的

として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、

その選択に基づき、訪問型サービス（第１号訪問事業）、通所型サービ

ス（第１号通所事業）、その他の生活支援サービス（第１号生活支援事
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業）等適切なサービスが包括的かつ効果的に提供されるよう必要な援

助を行います。 

     当該業務は、後述の４その他（１）第１号介護予防支援事業と一体

的に賄われるものとします。 

     

②総合相談支援業務 

       地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続

していくことができるよう、どのような支援が必要かを把握し、地域

における適切な保健･医療･福祉サービス、機関又は制度の利用につな

げる等の支援を行います。 

     業務の内容は、初期段階の相談対応及び継続的・専門的な相談支援、

その実施に当たって必要となるネットワークの構築、地域の高齢者の

状況の実態の把握を行います。 

 

③権利擁護業務 

地域の住民、民生委員・児童委員、介護支援専門員などの支援だけ

では十分に問題が解決できない、適切なサービス等につながる方法が

見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において安心して

尊厳のある生活ができるよう、専門的・継続的な視点からの支援を行

います。 

 業務の内容として、成年後見制度の活用促進、老人福祉施設等への

措置の支援、高齢者虐待への対応、困難事例への対応、消費者被害の

防止に関する諸制度を活用し、高齢者の生活の維持を図ります。 

 

④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支

援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、在宅と施設の連携等、

地域において、多職種相互の協働等により連携するとともに、介護予

防ケアマネジメント、指定介護予防支援及び介護給付におけるケアマ

ネジメントとの相互の連携を図ることにより、個々の高齢者の状況や

変化に応じた、包括的・継続的なケアマネジメントを実現するため、

地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対す

る支援等を行います。 

事業の内容として、「地域ケア会議」等を通じた自立支援に資するケ

アマネジメントの支援、包括的・継続的なケア体制の構築、地域にお

ける介護支援専門員のネットワークの構築・活用、介護支援専門員に
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対する日常的個別指導・相談、地域の介護支援専門員が抱える支援困

難事例等への指導・助言を行います。 

 

【市事業との連携】 

①在宅医療・介護連携推進事業 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分 

らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護

を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携に努

めます。 

 

②生活支援体制整備事業 

地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの

予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制を整備する

ために、ボランティア団体、ＮＰＯ法人、民間企業、共同組合、コミュ

ニティワーカー（生活支援コーディネーター）等との連携に努めます。 

 

③認知症総合支援事業 

    認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症

である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行うため、

認知症担当職員（認知症地域支援推進員、認知症コーディネーター等）

が中心となり、次に掲げる業務を行います。 

ア 被保険者やその家族等からの相談に対し、適切な助言を行う等、必 

要な支援を行います。また、必要に応じて認知症初期集中支援チーム

と連携します。 

イ 認知症の人の家族に対する支援として、認知症の人とその家族、地域

住民、専門職が集い、認知症の人を支えるつながりを支援し、認知症

の人の家族の介護負担の軽減等を図ります。 

ウ 「市川市認知症ガイドブック（認知症ケアパス）」が認知症の人やそ

の家族、医療・介護関係者等の間で共有され、サービスが切れ目なく

提供されるよう、その活用を図ります。また、改訂を図るときには、

意見を述べる等協力します。 

エ 認知症への社会の理解を深められるよう、地域の様々な機会等を通じ

て普及啓発に努めます。 

オ 認知症地域支援推進員連絡会に参加し、認知症の人や家族の支援にか

かる取り組みの推進のため、認知症地域支援推進員及び市との共有を

図ります。 
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④地域ケア会議推進事業 

「地域ケア個別会議」は、地域包括支援センターが主催し、介護支援

専門員からの相談による困難事例等や総合相談支援業務から抽出された

個別ケースについて、多職種が、お互いの専門性を発揮し、連携しなが

ら、支援内容を検討します。 

ア 個別ケースの支援内容の検討を通じた、「高齢者の自立支援に資す

るケアマネジメント支援」「地域支援ネットワークの構築」「地域課

題の把握」などを行います。 

イ アで把握した課題を、地域づくり、資源開発につなげるために地域

ケア推進連絡会等で報告・検討を行い、政策形成の必要な内容につ

いては、市レベルでの会議での検討への協力を行います。 

 

（２）多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築 

    包括的支援事業を効果的に実施するために、介護サービスに限らず、

地域の保健・福祉・医療サービスの関係者及びボランティア活動、イン

フォーマルサービスなどの様々な社会的資源が有機的に連携することが

できる環境整備を行うとともに、こうした連携体制を支える共通的基盤

として多職種協働による「地域包括支援ネットワーク」の構築に努めま

す。 

地域包括支援ネットワークの構築に当たっては、①センター単位のネ

ットワーク、②日常生活圏域のネットワーク、③市の圏域を超えたネッ

トワークなど、地域の特性に応じたネットワークを構築することにより、

地域の関係者との相互のつながりを築き、日常的に連携が図られるよう

留意します。 

 

 

（３）指定介護予防支援業務 

介護保険における予防給付の対象となる要支援者が介護予防サービス

等の適切な利用等を行うことができるよう、その心身の状況、その置か

れている環境等を勘案し、介護予防サービス計画を作成するとともに、

当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確

保されるよう、介護予防サービス事業者等の関係機関との連絡調整を行

います。 
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４ その他 

（１）第１号介護予防支援事業（居宅要支援被保険者に係るものに限る。） 

市川市が開始する介護予防・日常生活支援総合事業において、居宅 要支

援者に対して、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、

置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、訪問型サービ

ス（第１号訪問事業）、通所型サービス（第１号通所事業）、その他の生活支

援サービス（第１号生活支援事業）等適切なサービスが包括的かつ効果的に

提供されるよう必要な援助を行います。 

 

（２）家族介護支援事業 

介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため、

次に掲げる事業を行います。 

① 介護教室の開催 

要介護被保険者の状態の維持・改善を目的とした、適切な介護知識・

技術の習得や、外部サービスの適切な利用方法の習得等を内容とした教

室を開催します。 

② 認知症高齢者見守り事業 

地域における認知症高齢者の見守り体制の構築を目的とした、認知症

に関する広報・啓発活動、徘徊高齢者を早期発見できる仕組みの構築・

運用、認知症高齢者に関する知識のある者等による見守りのための訪問

を行います。 

③ 家族介護継続支援事業 

家族の身体的・精神的・経済的負担の軽減を目的とした、要介護被保

険者を現に介護する者に対するヘルスチェックや健康相談の実施による

疾病予防及び病気の早期発見、また、介護から一時的に開放するための

介護者相互の交流会等を開催します。 

 

（３）食の自立支援事業アセスメント業務 

配食サービス利用者の心身の状況、その他置かれた環境等の把握及び配食 

の必要性について調査するためアセスメントを実施します。 

 

（４）認知症サポーター養成講座の開催協力 

地域からの依頼に応じて、認知症の基礎知識の習得や認知症の人の対応の 

理解等のため、協力します。 
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（５）要援護高齢者等からの要望に応じ、要介護認定等の申請その他保健福祉

サービスの利用の申請の代行を行います。 

 

（６）手すりの取り付けその他の住宅改修を行おうとする者からの相談に応じ、

介護保険制度を利用した住宅改修に関する助言を行います。 

 

（７） あんしん電話が設置されている世帯の状況等の実態を把握し、必要に 

応じて見守りを行います。 

 

（８） 市が公表する担当区域内の一時避難場所や避難所予定施設等を把握し 

ます。 

 

（９） 食の自立支援事業における配食サービスの利用者をはじめとして、緊

急に安否確認の必要な高齢者が発生した場合には、速やかに訪問等によ

り、当該高齢者の状況を確認し、情報収集を行います。また、必要に応

じて適切な対応を行います。 

 

（１０）その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立

した日常生活の支援のため必要な事業を実施します。 

 

 

 

 



 
 
 

第１回市川市介護保険地域運営委員会 
資料３-２ 

令和元年 8月 21日（水） 

 

市川市地域包括支援センター（高齢者サポートセンター） 

基本指針・運営指針（案） 新旧対照表 
 

 

 

ページ 項  目 修 正 後（新） 修 正 前（旧） 

８ 
【市事業との連携】 

③認知症総合支援事業 

 追加 

 

オ 認知症地域支援推進員連絡

会に参加し、認知症の人や家族

の支援にかかる取り組みの推

進のため、認知症地域支援推進

員及び市との共有を図ります。 

 

9 
【市事業との連携】 

④地域ケア会議推進事業 
④地域ケア会議推進事業 地域ケア会議の実施 



令和元年度地域密着型サービスの公募について 

１．地域密着型サービス事業者の公募状況等について 

 
○令和元年度開設分の公募結果について 

（１）①公募期間 平成３０年１１月２６日（月）～平成３１年１月１０日（木） 

    第一次審査 平成３１年２月５日（火） 

    第二次審査 平成３１年３月１８日（月） 

    結果通知 平成３１年３月２７日（水） 

②募集内容 ・小規模多機能型居宅介護  （１ヵ所） 

         ・認知症対応型共同生活介護 （２ヵ所） 

         ・看護小規模多機能型居宅介護（１ヵ所） 

   ③公募結果 

サービス種別 
募集箇

所数 
応募者数 

小規模多機能型居宅介護 １ヵ所 １事業者 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） ２ヵ所 ４事業者 

看護小規模多機能型居宅介護 １ヵ所 応募なし 

 

   ④指定候補事業者 

   【小規模多機能型居宅介護】 

法 人 名 ヒューマンライフケア株式会社 

法人所在地 東京都新宿区西新宿７－５－２５ 

施設名称 ヒューマンライフケア市川真間の宿（グループホーム併設） 

設置予定場所 市川市真間５－５６２－１（西部圏域） 

開設予定日 令和２年３月 

 

【認知症対応型共同生活介護（グループホーム）】 

法 人 名 ヒューマンライフケア株式会社 

法人所在地 東京都新宿区西新宿７－５－２５ 

施設名称 ヒューマンライフケア市川真間グループホーム（小規模多機能併設） 

設置予定場所 市川市真間５－５６２－１（西部圏域） 

開設予定日 令和２年３月 

 

法 人 名 株式会社ニッケ・ケアサービス 

法人所在地 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字前畑１ 

施設名称 ニッケてとて市川 

設置予定場所 市川市北方１－３－４（東部圏域） 

第１回市川市介護保険地域運営委員会 

 
資料４－１ 

令和元年８月21日（水） 



開設予定日 令和２年４月 

（２）①公募期間 平成３１年３月１日（金）～平成３１年４月１１日（金） 

②募集内容 ・認知症対応型通所介護      （１ヵ所） 

         ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護（１ヵ所） 

         ・看護小規模多機能型居宅介護   （１ヵ所）（再公募） 

   ③公募結果 

    応募事業者はありませんでした。 

 

 

（３）①公募期間 令和元年８月９日（金）～令和元年９月１２日（木） 

②募集内容 ・認知症対応型通所介護      （１ヵ所）（再公募） 

         ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護（１ヵ所）（再公募） 

 



２．第７期高齢者福祉計画・介護保険事業計画（平成 30 年度～平成 32 年度） 

における地域密着型サービスの整備状況について 

 

 

 

 
 

第１回市川市介護保険地域運営委員会 

 
資料４－２ 

令和元年８月21日（水） 

サービス種別 
令和元年８月１日

現在 
平成 30 年度 

平成 31 年度 
（令和元年度） 

平成 32 年度 
（令和 2年度） 

地域密着型介護老人福祉施設

(定員 29人以下の特別養護老人

ホーム) 

１ヵ所 
定員 25 人 
（休止中） 

― 

小規模多機能型居宅介護 ５ヵ所 

１ヵ所 ０ヵ所（＋１ヵ所） １ヵ所 

応募事業者辞退 
（31年度へ積残し） 

ヒューマンライフケア㈱  公募予定 

認知症対応型共同生活介護 
(グループホーム) 

17 ヵ所 
定員 323 人 

１ヵ所 １ヵ所（＋１ヵ所） １ヵ所 

応募事業者辞退 
（31年度へ積残し） 

ヒューマンライフケア㈱  
㈱ニッケ・ケアサービス  

公募予定 

認知症対応型通所介護 
(デイサービス) 

６ヵ所 ― 

１ヵ所 １ヵ所 

公募中 公募予定 

地域密着型特定施設入居者生活

介護(定員２９人以下の有料老人

ホーム) 

１ヵ所 
 定員 29 人 

― 

定期巡回・随時対応型訪問介

護看護 
２ヵ所 ― 

１ヵ所 １ヵ所 

公募中 公募予定 

看護小規模多機能型居宅介護 ０ヵ所 ― 

１ヵ所 ０ヵ所（＋１ヵ所） 

応募事業者なし 
（32年度へ積残し） 

公募予定 

上段：計画 下段：実績 



要介護認定調査の平準化を目的とし、認定調査員の体制強化や資質の向上を図るとともに

   認定調査票の精度を高めるために研修を実施。

①認定調査員新規研修を実施 [県主催] 3回 平成30年4月、5月、平成31年3月

②認定調査員現任研修を実施 [県主催] 1回 平成31年1月

③認定調査員研修会を実施 [市主催] 1回 平成30年11月

認定審査会の円滑な実施や審査（二次判定）の平準化を図るため研修を実施。

①認定審査会委員の新任研修を実施 [県主催] 2回 平成30年4月、平成31年3月

②認定審査会委員の現任研修を実施 [県主催] 1回 平成31年1月

③認定審査会合議体の正副長研修を実施 [市主催] 1回 平成31年3月

・福祉用具貸与の例外給付対象者についての確認　　 ９７件

・「自立支援」につながる適切なケアプランとなっているかについての確認 ５６件

・工事前後の2回、申請受付を行い日付入り写真等により適正工事であるかを全件確認

１，４５１件

・住宅改修工事着工前に実地調査を実施 ５件

・福祉用具貸与の訪問調査を実施　 ５件

資料５
第１回市川市介護保険地域運営委員会

令和元年８月21日（水）

要介護認定の適正化

１．要介護認定調査の体制強化

２．認定審査会における適正な審査判定の徹底

居宅サービス計画（ケアプラン）の点検

　　平成30年度 介護給付適正化事業について（報告）

１．ケアプランの点検

住宅改修等の点検

１．住宅改修等の点検

縦覧点検・医療情報との突合

１．医療情報との突合

　国民健康保険団体連合会の給付データを活用し、入院情報と介護保険の給付情報を突合
し、二重請求の有無の点検を行う。

調査件数 返還件数 返戻金合計

116件 27件 669,676円



３．縦覧審査結果通知書

２．縦覧点検

　国民健康保険団体連合会の給付データを活用し、居宅介護支援事業者より給付管理票の提
出あり、サービス事業者からの請求のないものの確認を行う。

調査件数 返還件数 返戻金合計

78件 6件 92,400円

　国民健康保険団体連合会が県の補助を受け点検等を行い、その結果を市町村に通知し、市
町村から事業所に最終確認の連絡をする。初回加算、短期入所連続入所30日超え、退所時の
加算制限等。

審査件数 過誤申立件数 返戻金合計

54件 13件 40,394円

平成30年4月～6月

介護給付費通知

１．介護給付費通知

　年４回利用者に発送し、介護サービスの適正な利用の実施に努める。

対象サービス月 発送日 発送件数

13,525件

13,790件

平成30年1月～3月

13,911件

14,023件

55,249件合　計

平成30年6月26日

平成30年9月26日

平成30年7月～9月

平成30年10月～12月

平成30年12月26日

平成31年3月26日



ケアプラン作成委託契約を締結した事業所一覧

事業所・施設の名称

所在地

第１回市川市介護保険地域運営委員会

令和元年８月21日（水）
資料６

12

2005.10.1 市川第二

居宅介護支援 〒241-0022 045-370-5252

1473201109

コープケアサポートセンター旭

横浜市旭区鶴ヶ峰1-25-9　嶋田ビル２Ｆ

11

2006.2.1 真間

居宅介護支援 047-375-5800

1270801739

株式会社　ケアステーション・ポピー

10

2016.1.1 南行徳第二

居宅介護支援 047-702-5610

1270804592

ケアプランのんびり

〒272-0105

〒272-0822

市川市宮久保1-11-6

市川市関ヶ島13-3　第2牧野ビル101号

9

2012.4.1 国府台

居宅介護支援 〒272-0801 047-303-8515

1270803297

やわらぎの郷

8

2017.1.1 真間

居宅介護支援 〒272-0815 047-704-9500

1270804956

ひまわり

市川市大町438-2

市川市北方2丁目5-9

7

2017.12.1 市川東部

居宅介護支援 〒272-0835 047-718-5966

1270805144

居宅介護支援事業所　ハートケア京葉

6

1999.8.1 国分

居宅介護支援 〒272-0815 047-334-5292

1270800012

株式会社　中山総合福祉マネジメント

市川市北方2-10-19

市川市中国分2-14-9　ボンドストリート I　202

5

2018.3.1 市川第一

居宅介護支援 〒272-0111 047-315-6073

1270805185

あさがお居宅介護相談室

4

2017.12.1 市川第一

居宅介護支援 〒272-0835 047-718-5966

1270805144

居宅介護支援事業所　ハートケア京葉

市川市妙典4-10-4-104

市川市中国分2-14-9　ボンドストリート　I 202

047-325-7030

1270805219

2

2018.7.1 市川第一

居宅介護支援 〒272-0021 047-325-8528

1270805276

SOMPOケア地域サービスセンター市川八幡居宅介護支援

有限会社　はあとふる・ほのか

市川市平田2-6-1

市川市八幡2丁目3番18号　ヴェルス本八幡１Ｆ

介護予防支援事業等業務の委託事業者の追加について

1

2017.1.1

居宅介護支援 〒273-0012 047-432-2513

1270908179

番号 居宅介護支援 連絡先

事業者番号

指定年月日※ 高齢者サポートセンター名

合同会社　ハートパートナーズこもれび 市川第一

〒

船橋市浜町2丁目3番31-520

3

2013.4.1 市川第一

居宅介護支援 〒272-0031



事業所・施設の名称

所在地

22

2017.12.1 南行徳第一

居宅介護支援 〒272-0823 047-316-0663

1270805136

ケアプラン音色

市川市東菅野2丁目２１番２号

21

2019.5.1 南行徳第一

居宅介護支援 〒279-0001 047-711-1991

1273201416

ケア・スポット・とうだいじま

浦安市当代島1-4-5パインレジデンス601

20

2017.12.1 南行徳第二

居宅介護支援 〒272-0823 047-316-0663

1270805136

ケアプラン音色

19

2019.5.1 南行徳第二

居宅介護支援 〒279-0001 047-711-1991

1273201416

ケア・スポット・とうだいじま

浦安市当代島1-4-5パインレジデンス601

市川市東菅野2丁目21番2号

18

2019.3.1 市川東部

居宅介護支援 〒272-0035 047-704-9760

1270805326

ケアライズ

17

2006.2.1 宮久保・下貝塚

居宅介護支援 〒272-0811 047-303-5533

1270801747

市川市新田4-12-17-104

市川市北方町4-1460

16

2007.5.1 南行徳第一

居宅介護支援 〒270-2222 047-392-3377

1271203547

トータルケア　あやめ

サンシルバー市川居宅介護支援事業所

松戸市高塚新田115-77

15

2019.3.1 市川第二

居宅介護支援 〒272-0035 047-704-9760

1270805326

14

2019.3.1

居宅介護支援 〒272-0035 047-704-9760

1270805326

市川第一ケアライズ

ケアライズ

市川市新田4-12-17-104

市川市新田4-12-17-104

13 居宅介護支援

1270800384

2000.4.1 市川東部

〒272-0833

しらぎく園居宅介護支援事業所

047-371-4943

市川市東国分1-21-22

番号

指定年月日※ 高齢者サポートセンター名

居宅介護支援 〒 連絡先

事業者番号



 
 

第 1回市川市介護保険地域運営委員会 
資料７－１ 

令和元年 8月 21日（水） 

 

市 川 市 の介 護 保 険 事 業 の特 徴 について 

 

目 次  

 

地 域 分 析 の目 的  

 

１  地 域 分 析 の指 標 について  

 

２  比 較 対 象 及 び分 析 の留 意 点  

 

３  本 市 の「認 定 率 」について  

１．本市の認定率の特徴 

２．全国平均等との乖離について 理由・問題点等の考察（認定率） 
ア 地域の高齢者の状況 
イ 要介護等認定のプロセス  
ウ 地域住民に対する周知 

３．問題を解決するための対応策（案）（認定率） 
 

４  本 市 の「受 給 率 」について  

１．本市の受給率の特徴 

２．全国平均等との乖離について 理由・問題点等の考察（受給率） 
ア 要介護者のニーズに対応したサービスが不足しているのではないか 

３．問題を解決するための対応策（案）（受給率） 
 

５  本市の「受給者１人あたり給付費、日数・回数」について 

１．本市の受給者１人あたり給付費、日数・回数の特徴 

２．全国平均等との乖離について 理由・問題点等の考察（受給者１人あたり給付費等） 
ア ケアプランの内容 
イ 要介護度別の給付費 
ウ サービスごとの給付費 
エ 受給者の状況 

３．問題を解決するための対応策（案）（受給者１人あたり給付費、日数・回数） 
 

６  さいごに  



 
 

1 
 

 
 「市川市介護保険事業」を運営する「保険者」である本市には、高齢者をとりまく様々な課題
に対して、市が目指すべき基本的な施策目標を定め、その実現に向けて取り組むべき施策を明ら
かにするに当たり、地域の実情や課題を分析したうえで、住民や地域の関係者との共通理解を形
成しながら進めていくことが求められています。 
「市川市の介護保険事業の特徴」は、この「地域分析」という取り組みの一つです。 

 
 
１ 地域分析の指標について 

 
地域分析に当たっては、厚生労働省が作成した『地域包括ケア「見える化」システム等を活用し

た地域分析の手引き（平成 29年 6月 30日）』（以下、「地域分析の手引き」という）に基づき、『地
域包括ケア「見える化」システム』（※）から、市町村が給付費の分析を行う際に必要と思われる
指標に係るデータを引用して行います。 
 
参考）『地域包括ケア「見える化」システム』とは？ 

各保険者が報告した介護保険事業に関する情報（被保険者数、認定者数、給付費等）は、
一覧表形式で公開されていますが、「見える化システム」では、そうした情報がグラフ等を用
いた見やすい形で提供されています。地域間比較等による現状分析等が可能なため、自治体
の課題抽出に役立ちます。また、一部の機能を除いて、誰でも利用することができます。 

 
地域分析の手順や方法を示している「地域分析の手引き」においては、分析に際し、保険者の

総給付費の構成要素である「認定率」、「受給率」、「受給者 1 人あたり給付費」の３つの指標に焦
点を置いています。 

【給付費の構成】 

総給付費＝人口×高齢化率×認定率×利用率×受給者 1 人あたり給付費（日数・回数含む） 

＝受給率 

 
※ 構成要素のうち、「人口」と「高齢化率」は、介護保険施策だけでは対応困難なため、分析の
対象からは除かれています。なお「人口 × 高齢化率 ≒ 第一号被保険者数」となります。 

  

 地 域 分 析 の目 的  

住民や 

関係者と 

共通理解 

を形成 
継続的 

に実施 

データに基づく 

現状把握や 

将来への気づき 

検証して 

いくべき 

仮説等を得る 

地域分析 
・介護保険制度の適正な運営

と質の向上 

・地域包括ケアシステム推進 

・保険者としての説明責任 

施策目標や取り組むべき施策の策定 



 
 

2 
 

■ 認定率（調整済み認定率）（※） 
第一号被保険者のうち、要介護等認定を受けている方の割合。 
→ 全国平均等の値と比較して高い場合に、本市の要介護者が多い理由を探る観点 

■ 受給率 
要介護等認定を受けている方の総数に対し、サービスを受給している方の割合 
→ 施設・居住系サービス及び在宅サービスの偏りの有無を分析するという観点 

■ 受給者 1人あたりの給付費（月額、日数・回数） 
→ 利用するサービスの種類や日数・回数が反映されたものであるため、ケアプランや受給者
の特徴を分析するという観点 

 
※ 補足 上記の指標に地域差があること自体に問題があるわけではありません 

 
参考）「調整済み認定率」とは？ 

認定率の大小に大きな影響を及ぼす、「第１号被保険者の性・年齢別人口構成」の影響を
除外した認定率のこと。一般的に、後期高齢者の認定率は前期高齢者の認定率よりも高く
なることがわかっている。第 1 号被保険者の性・年齢別人口構成が、どの地域も、ある地
域または全国平均の 1 時点と同じになるよう調整することで、それ以外の要素の認定率へ
の影響について、地域間・時系列で比較がしやすくなる。本市のように、前期高齢者の割
合が高い地域の認定率は、調整することで調整前と比べて高くなる。 

 
 
２ 比較対象及び記載の留意点 

 
【比較対象】 
・基本的には、給付費の分析を行う際に必要と思われる指標に係るデータを全国平均、千葉県
平均と比較しました。 

・その他に参考として、同じ千葉県内で、本市に隣接する都市部に位置づけられ、人口規模や
地域性が類似しているという観点から、松戸市と比較しています。 

  
【記載の留意点】 

以降の本編では、「認定率」、「受給率」、「受給者 1 人あたりの給付費（日数・回数）」という
3 つの指標について、下記の順に記載してます。 
１．本市の特徴を把握 
２．全国平均等との乖離について、その理由・問題点等の考察 
３．問題を解決するための対応策（案） 

 
なお、「問題を解決するための対応策（案）」は、分析結果に紐づき「地域分析の手引き」に例示

されている対応策を挙げていますが、仮説のさらなる検証や、それ踏まえたうえでの対応策の選
定・重点化等は、今後の課題となります。 
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３ 本市の「認定率」について 

 
１．本市の認定率の特徴 
■ 認定率 
・全国平均よりも低い一方、千葉県平均より高い 
・調整すると大きく上昇する 

■ 調整済み認定率 
・平成２８年度において一時的に減少 
・全国平均よりわずかに高い 
・千葉県平均よりも高い水準であるほか、比較的伸びも大きい傾向 
・特に、調整済み軽度認定率が千葉県平均との乖離が大きい（高い）傾向 

  
２．全国平均等との乖離について 理由・問題点等の考察（認定率） 
認定率については、以下の視点での要因分析が考えられる。 
ア 地域の高齢者の状況 
イ 要介護等認定のプロセス  
ウ 地域住民に対する周知 

 
ア 地域の高齢者の状況  
①  後期高齢者割合（平成２９年度） 
【確認】本市の後期高齢者割合 ４５.８％（全国平均：４９.８％） 
【考察】本市の認定率は全国平均と比べて低いが、調整済み認定率は高いことから、後期高齢
者の割合が低いことが、認定率が低い主な要因と考えられる。 
→ 後期高齢者割合は、第７期市川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の推計によると、
平成３２年度には前期高齢者を上回ることとなるため、今後ますます介護が必要な高齢者が
増加することが想定され、介護予防・重度化防止への取組を強化する必要があると考える。 
 

②  高齢独居世帯、高齢夫婦世帯の割合（平成２７年度） 
【確認１】本市の高齢独居世帯の割合 １０.５％ 
・全国平均（１１.１％）と比べて０.６ポイント低い 
・千葉県平均（９.９％）と比べて０.６ポイント高い 
・松戸市（１１.８％）と比べると１.３ポイント低い 

【確認２】本市の高齢夫婦世帯の割合 ７.７％ 
・全国平均（９.８％）と比べて２.１ポイント低い 
・千葉県平均（１０.２％）と比べて２.５ポイント低い 
・松戸市（９.７％）と比べて２.０ポイント低い 

【考察】高齢独居世帯の割合は千葉県平均と比べると高いが、全国平均及び松戸市よりは低い。
また、高齢夫婦世帯の割合は大幅に低い。 
→ 世帯の状況が認定率の高さに影響している程度は低いと考えられる。 
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③  要介護認定率に対する介護保険サービスの利用率 
【確認】介護保険サービスの利用率（各年度末）は、各年度とも、千葉県平均よりも低い。 

 平成２７年度 平成２９年度 平成３０年度 
本市 ７７.１％ ７３.８％ ７２.４％ 
千葉県平均 ７９.５％ ７６.６％ ７３.４％ 

【考察】認定後、長期間サービスを利用していない方が多い可能性や、病院への入退院時に認
定を受け、その後適切なサービス利用に繋がっていない重度の利用者が多い可能性がある。 

  
イ 要介護等認定のプロセス 
【確認１】本市の認定審査結果をみると、 
・一次判定から二次判定に変更する割合が比較的多い傾向がある。 
・特に、重度に変更する傾向があり、要介護度別にみた場合には、軽度（要支援１から要介
護１まで）から重度（要介護２から５まで）に変更する割合が高い傾向が見られた。 

・ただし、重度認定率は全国平均や千葉県とさほど乖離していない。 
【確認２】認定調査における調査項目において、 
・麻痺（下肢）・拘縮（股・膝関節）等の下半身や外出頻度・視力・嚥下等に係る選択率に乖
離が見られた 

・軽度から重度に変更する割合が高い傾向がある 
【考察】重度への変更率の高さについて、認定調査の特記事項の確認を通じて介護の必要性を
適切に反映できている可能性がある反面、認定調査の適正化や認定審査会の運営確認等を行
う必要がある可能性がある。 

 
参考）平成２９年度要介護認定適正化事業 

業務分析データ（平成２８年１０月から２９年９月申請）を活用 
一次判定から二次判定への変更割合   

 【重度変更】  【軽度変更】 
市川市 １３.０％  ０.１％ 
千葉県平均 １０.９％  ０.５％ 
全国平均 ９.４％  １.５％ 
※母数：対象者全体 

 
 
ウ 地域住民に対する周知 
【確認】周知実績に対する効果がデータとして他地域と比較困難。 
【考察】認定率については、制度周知の取組強化等により認定率が増加する側面もあることから、

高低をもって、良し悪しを判断することはできないことも留意する必要がある。 
 
 
 

【市川市の傾向】 
重度変更率は高く、
軽度変更率は低い 
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３．問題を解決するための対応策（案）（認定率） 
 
・健康づくり施策の強化、介護予防・重度化防止の取組強化（ア、イ、ウ） 
→地域づくりにより社会参加等の推進 

・地域住民に対する介護保険制度の周知（ア、ウ） 
・本人、高齢者を介護する者（家族等）への支援の強化（ア③、ウ） 
・在宅医療・介護連携推進事業（退院調整、連携の促進）（ア③） 
・認定審査会の運営確認、認定調査における特記事項、主治医意見書等の記載内容の確認（イ） 
・審査会委員への研修、より適正な認定に向けた調査員への研修等の実施（イ） 

  



 
 

6 
 

 
１．本市の受給率の特徴 
■ 施設サービス 
・全国平均及び千葉県平均と比べて低いが、松戸市とは同様の水準 

■ 居住系サービス 
・全国平均及び千葉県平均と比べて高く、さらに増加傾向で松戸市も同様の傾向 

■ 在宅サービス 
・全国平均と千葉県平均の間に位置しており、平成２８年度に減少して以降同水準で推移 

 
受給率 厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報より 

  
 
【図１-施設サービス】 

 
【図２-居住系サービス】 

 
【図３-在宅サービス】 

 
 

４ 本市の「受給率」について 
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２．全国平均等との乖離について 理由・問題点等の考察（受給率） 
受給率については、以下の視点での要因分析が考えられる。 
要介護者のニーズに対応したサービスが不足しているのではないか。 

 
■ 施設サービス 
【確認】平成２９年度の要支援・要介護者１人あたり定員 

・市川市   施設サービス：０.１２２、通所系サービス：０.１７５ 
・全国平均  施設サービス：０.１５４、通所系サービス：０.２３２ 
・千葉県平均 施設サービス：０.１４９、通所系サービス：０.１９４ 
・松戸市   施設サービス：０.１２７、通所系サービス：０.１９９ 

【考察】市川市の定員は、他と比較して少なく、ニーズに対応したサービスが不足している可
能性がある。 
→長期入院等により医療機関が介護サービスを代替している可能性や、家族等の介護者に過
度な負担がかかっている可能性がある。介護人材の不足が、サービス不足を招く主な要因と
考えられるため、介護人材の確保を強化・推進していく必要がある。また、他に参入困難の
要因がないか、分析が必要となる。 

 
■ 施設サービス（サービス別） 
【確認】特に介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の定員に、乖離がある。 

 
■通所系サービス（サービス別） 
【確認】通所介護・通所リハビリテーションや小規模多機能型居宅介護などの定員に、乖離が
ある。 
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３．問題を解決するための対応策（案）（受給率） 
 
・不足していると思われるサービス、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の医療ニーズの高
い高齢者を在宅で支えるためのサービスの充実 

・サービスの充実の促進方法の検討 
・介護人材の確保 
・本人、高齢者を介護する者（家族等）への支援の強化 
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５ 本市の「受給者１人あたり給付費、日数・回数」について 

 
１．本市の受給者１人あたり給付費、日数・回数の特徴 
■ 在宅および居住系サービス 
・全国平均及び千葉県平均と比べて高く、全国平均ほどではないが増加も大きい。松戸市と比べ
ると年度によって本市の方が高い場合も低い場合もある。 

■ 在宅サービス 
・全国平均、千葉県平均及び松戸市と比べて高く、全国平均ほどではないが増加も大きい 
 
※なお、施設サービスは、1人当たりの給付費に特徴が出ないため分析対象から除かれている 
 
２．全国平均等との乖離について理由・問題点等の考察（受給者 1人あたり給付費、日数・回数） 
受給者 1人当たりの給付費等については、以下の視点での要因分析が考えられる。 

ア ケアプランの内容 
イ 要介護度別の給付費 
ウ サービスごとの給付費 
エ 受給者の状況 
 
ア ケアプランの内容 
【確認】区分支給限度額に対する計画単位の割合 
 ・市川市  約半数の事業所において５０％超（※１） 
・全国平均 ４０％ 台（※２） 

※１ 国民健康保険団体連合会「介護給付適正化システム」より抽出「支給限度額一定
割合超一覧表」（平成３０年３月利用分データ） 

※２ 同システムのマニュアル内に記載あり 
【考察】要介護度に応じた区分支給限度額に対して、比較的多めの単位数が計画されていること

から、本市の受給者は、比較的多くのサービスを受けている可能性がある。施設サービスの
不足を居宅サービスが代替している可能性があるほか、比較的在宅サービスが充実しており
使い勝手が良いという可能性も考えられる。一方で、真に自立支援に資するプランが立てら
れているかについて確認する必要がある可能性も考えられる。 

  
イ 要介護度別の給付費 
■ 要支援者（要支援１・２） 
【確認１】在宅サービスに係る給付月額 ３,２０７円 

全国平均（６,６５０円）及び千葉県平均（４,７２９円）と比べて低い。 
【確認２】在宅および居住系サービスに係る給付月額 ３,６５２円 

全国平均（６,５２０円）及び千葉県平均（４,８３０円）と比べて低い。 
■ 要介護者（要介護１～５） 
【確認１】在宅サービスに係る給付月額 １２４,３３３円 

全国平均（１０８,２９６円）及び千葉県平均（１１２,９０８円）と比べて高い。 
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【確認２】在宅および居住系サービスに係る給付月額 １３２,９２０円 
全国平均（１１８,８１３円）及び千葉県平均（１２２,７７４円）と比べて高い。 

【考察】要支援者・要介護者別に、全国平均及び千葉県平均と比べると、本市は「要介護者」に係
る受給者１人あたり給付月額が高いことから、施設サービスの不足を居宅サービスが代替し
ている可能性がある。 

  
ウ サービスごとの給付費 
【確認１】全国平均及び千葉県平均と比べて給付費が高いサービス 

訪問介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所療養介護、福祉用具貸与、
介護予防支援・居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、 
小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護 
特に、短期入所療養介護が高い。 

【確認２】全国平均及び千葉県平均と比べて給付費が低いサービス 
訪問入浴介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、 
地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型通所介護 

【考察】全国平均及び千葉県平均と比べると、通所系サービス（通所リハビリテーション、認知
症対応型通所介護及び地域密着型通所介護）の給付月額が低いことから、訪問リハビリテー
ションなど訪問系のサービスが、その機能を一部代替している可能性がある。また、短期入
所療養介護の給付月額が特に高く、通所系サービスや施設サービスの不足を補うとともに、
機能の一部代替をしている可能性がある。 

  
エ 受給者の状況 
【確認】「医療依存度が高く、身体機能や認知機能が低下している高齢者の割合が他の地域と比べ

て高くないか」という観点から、認定時の医療ニーズについて全国平均及び千葉県平均と乖
離していないか確認（※）したところ、大きな乖離は見られなかった。 
※ 要介護認定適正化事業「業務分析データ」（平成２８年１０月から２９年９月申請））内
「Ⅱ 調査項目データ 特別な医療」 

【考察】本市において、医療ニーズの高い方が認定を受けることによって、1人当たりの給付費等
が高くなっているという傾向は確認されなかった。 

 
３．問題を解決するための対応策（案）（受給者 1人あたりの給付費、日数・回数） 
 
・自立支援に資するケアプランに関する事業者や地域住民への説明及び理解の促進 
・多職種連携による定期的な地域ケア会議でのケアプランの検証及び助言・支援、専門家の派遣、
研修の実施、ケアマネジメント強化 

・ケアマネジャー研修等を通じて、自立支援に資するケアプランを普及 
・ケアプラン点検 
・レセプトの内容確認等の介護給付等適正化事業の推進 
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 さ い ご に  

 
介護保険制度は、高齢者がその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう

支援することや、要介護・要支援状態となることの予防、そして、要介護状態等の軽減や重度化
防止を理念としています。市町村が、介護保険事業を運営する責務を果たすためには、介護保険
制度の理念を踏まえたうえで、制度の持続可能性を高めること、つまり、保険者機能を発揮する
ことが求められています。 
その実現には、地域の特徴や課題を把握し、その要因についての仮説を立て、関係者との議論

を通じて仮説の検証を深め、結果に基づいて有効な対策や目標を立てることが重要となります。 
 
【地域分析のプロセス】 

 
 

「市川市の介護保険事業の特徴について」は、この取り組みの第一歩です。今後は、引き続き
仮説の真偽の検証を深め、より効果的な対応策や目標の策定に結実するよう、把握・分析の取り
組みを継続してまいります。 

STEP１
• 地域の特徴の要因についての仮説を立てる

STEP２
• 関係者との議論を通じて仮説の真偽を検証する

STEP３
• その結果を対応策や目標等に定める



地域分析・検討結果記入シート

保険者名　千葉県　市川市

【１】高齢化率

H27 H28 H29 H27 H28 H29 H27 H28 H29 H27 H28 H29

％ 21.7 22.7 23.7 25.5 26.1 26.8 26.3 26.9 27.4 25.2 26.0 26.8

％ 58.4 56.2 54.2 56.1 54.6 53.1 51.8 51.0 50.2 56.5 54.5 52.6

％ 41.6 43.8 45.8 43.9 45.4 46.9 48.2 49.0 49.8 43.5 45.5 47.4

見える化・時系列（出典）総務省「国勢調査」および国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」


【２】認定率

H27 H28 H29 H27 H28 H29 H27 H28 H29 H27 H28 H29

％ 15.5 15.6 16.3 14.9 15.1 15.5 17.9 18.0 18.0 15.0 15.2 15.6

要支援１ ％ 2.1 2.0 2.2 1.9 1.9 2.1 2.6 2.6 2.5 1.6 1.7 1.9

要支援２ ％ 2.0 2.0 2.3 1.9 1.9 2.0 2.5 2.5 2.5 1.9 2.1 2.1

要介護１ ％ 2.9 3.0 3.1 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.6 2.4 2.5 2.7

要介護２ ％ 3.1 3.2 3.1 2.7 2.7 2.7 3.1 3.1 3.1 3.5 3.3 3.3

要介護３ ％ 2.2 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.3 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3

要介護４ ％ 1.8 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9 2.2 2.2 2.2 1.9 1.9 1.9

要介護５ ％ 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.7 1.7 1.7 1.5 1.4 1.4

％ 17.9 17.7 18.4 16.9 17.0 17.3 17.9 18.0 18.0 17.6 17.6 17.7

要支援１ ％ 2.3 2.2 2.4 2.1 2.1 2.2 2.6 2.6 2.5 1.8 1.9 2.1

要支援２ ％ 2.2 2.2 2.6 2.1 2.1 2.2 2.5 2.5 2.5 2.2 2.3 2.4

要介護１ ％ 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6 3.6 3.5 3.6 3.6 2.8 2.9 3.0

要介護２ ％ 3.5 3.6 3.5 3.1 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 4.1 3.8 3.8

要介護３ ％ 2.5 2.5 2.6 2.4 2.4 2.4 2.3 2.4 2.4 2.7 2.7 2.7

要介護４ ％ 2.1 2.0 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2

要介護５ ％ 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.7 1.6

％ 6.4 6.3 6.5 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.3 6.7 6.7 6.5

％ 11.5 11.4 12.0 10.7 10.8 11.1 11.7 11.7 11.7 10.9 10.9 11.2

見える化・地域別（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（平成29年度のみ月報（3月末時点））および総務省「住民基本台帳人口・世帯数」


1

高齢化率

前期高齢者数割合

後期高齢者数割合

認定率

調整済み認定率

調整済み重度認定率
（要介護３～５）

調整済み軽度認定率
（要支援１～要介護２）

活用データ名・
指標名

比較地域
（　千葉県松戸市　）

活用データ名・
指標名

単位

データの値

単位

データの値

資料７-２
第１回市川市介護保険地域運営委員会

令和元年８月21日（水）

市川市 千葉県 全国平均
比較地域

（　千葉県松戸市　）

市川市 千葉県 全国平均



地域分析・検討結果記入シート 資料７-２
第１回市川市介護保険地域運営委員会

令和元年８月21日（水）

【３】受給率

H27 H28 H29 H27 H28 H29 H27 H28 H29 H27 H28 H29

％ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.8 2.8 2.8 2.1 2.2 2.2

％ 1.1 1.2 1.3 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4

％ 9.0 8.4 8.4 8.6 8.3 8.0 10.6 10.5 9.5 8.5 7.9 8.2

％ 4.1 3.5 3.2 3.4 3.0 2.5 4.1 3.8 2.8 3.8 3.1 3.0

％ 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

％ 1.0 1.1 1.2 0.8 0.9 1.0 1.2 1.2 1.4 0.8 0.8 0.9

％ 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

％ 2.5 2.7 3.0 1.7 1.8 2.1 1.6 1.7 2.0 2.7 2.9 3.1

％ 4.8 2.9 2.5 4.4 3.2 2.5 5.5 4.4 3.2 4.6 3.0 2.9

％ 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.6 1.6 1.7 1.1 1.2 1.2

％ 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7

％ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

％ 4.6 4.7 5.2 4.4 4.6 4.9 5.4 5.6 6.0 4.7 4.9 5.1

％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0

％ 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

％ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1

％ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1

％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

％ - 1.8 1.8 - 1.2 1.2 - 1.1 1.1 - 1.3 1.3

見える化・地域別（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（平成29年度のみ月報（3月末時点））および総務省「住民基本台帳人口・世帯数」


2

受給率
（居宅療養管理指導）

受給率
（通所介護）

受給率
（認知症対応型通所介
護）

受給率
（小規模多機能型居宅
介護）

受給率
（看護小規模多機能型
居宅介護）

受給率
（地域密着型通所介護）

活用データ名・
指標名

受給率
（通所リハビリテーショ
ン）

受給率
（短期入所生活介護）

受給率
（短期入所療養介護）

受給率
（福祉用具貸与）

受給率
（定期巡回・随時対応型
訪問介護看護）

受給率
（夜間対応型訪問介護）

受給率
（訪問入浴介護）

受給率
（訪問看護）

受給率
（訪問リハビリテーショ
ン）

単位

データの値

受給率
（訪問介護）

受給率
（施設サービス）

受給率
（居住系サービス）

受給率
（在宅サービス）

市川市 千葉県 全国平均
比較地域

（　千葉県松戸市　）



地域分析・検討結果記入シート 資料７-２
第１回市川市介護保険地域運営委員会

令和元年８月21日（水）

【４】要支援・要介護者1人あたり定員

H27 H28 H29 H27 H28 H29 H27 H28 H29 H27 H28 H29

％ 0.100 0.115 0.122 0.056 0.148 0.149 0.143 0.155 0.154 0.098 0.131 0.127

％ 0.046 0.087 0.084 0.033 0.088 0.086 0.066 0.077 0.078 0.129 0.145 0.150

％ 0.140 0.177 0.175 0.072 0.185 0.194 0.189 0.225 0.232 0.153 0.197 0.199

見える化・地域別（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（平成29年度のみ月報（3月末時点））および総務省「住民基本台帳人口・世帯数」


【５】受給者1人あたり給付月額

H27 H28 H29 H27 H28 H29 H27 H28 H29 H27 H28 H29

円 123,995 130,621 137,708 119,636 121,871 131,945 116,178 117,649 131,209 127,004 132,242 136,468

円 114,974 121,765 128,341 109,774 112,177 121,754 106,133 107,724 120,500 114,954 120,568 124,530

円 59,399 66,280 76,393 56,063 59,521 72,512 49,696 51,946 68,924 56,940 63,760 69,740

回 17.4 21.0 24.8 17.7 19.9 25.2 15.4 16.8 24.3 18.9 23.0 25.2

円 57,873 57,207 61,055 59,281 59,687 62,826 59,512 59,514 62,112 63,452 60,075 66,847

回 4.9 4.9 5.0 5.0 5.1 5.2 5.0 5.0 5.1 5.4 5.1 5.6

円 41,769 41,950 41,612 39,847 39,713 41,002 40,919 40,649 41,731 39,789 38,625 40,816

回 8.0 8.5 8.7 8.0 8.2 8.7 8.3 8.5 8.9 7.4 7.1 7.6

円 33,754 33,985 38,864 33,102 33,545 36,489 32,812 32,844 34,370 37,281 36,234 38,573

回 11.9 11.9 13.5 11.3 11.4 12.3 11.3 11.3 11.8 12.8 12.3 13.1

円 12,018 12,566 12,373 11,383 11,548 11,789 11,426 11,403 11,706 11,518 11,740 12,006

円 68,110 71,708 81,501 67,496 65,613 78,864 66,517 64,813 83,464 70,489 72,429 74,954

日 7.8 8.3 9.9 7.7 7.7 10.0 7.6 7.5 10.8 8.4 9.4 9.8

円 58,339 56,708 60,626 64,692 62,755 64,065 63,872 62,421 63,322 62,225 59,822 63,835

日 6.3 6.1 6.4 6.7 6.5 6.6 6.4 6.3 6.4 6.3 6.2 6.4

見える化・地域別（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（平成29年度のみ月報（3月末時点））および総務省「住民基本台帳人口・世帯数」


3

受給者1人あたり給付月額
（通所介護）

受給者1人あたり利用日数・
回数（通所介護）

受給者1人あたり給付月額
（通所リハビリテーション）

受給者1人あたり利用日数・
回数（通所リハビリテーショ
ン）

受給者1人あたり利用日数・
回数（訪問看護）

受給者1人あたり給付月額
（訪問リハビリテーション）

受給者1人あたり利用日数・
回数（訪問リハビリテーショ
ン）

受給者1人あたり給付月額
（居宅療養管理指導）

受給者1人あたり給付月額
（在宅および居住系サ－ビ
ス）

受給者1人あたり給付月額
（在宅サービス）

受給者1人あたり給付月額
（訪問介護）

受給者1人あたり利用日数・
回数（訪問介護）

受給者1人あたり給付月額
（訪問入浴介護）

受給者1人あたり利用日数・
回数（訪問入浴介護）

受給者1人あたり給付月額
（訪問看護）

要支援・要介護者1人あ
たり定員（施設サービス）

要支援・要介護者1人あ
たり定員（居住系サービ
ス）

要支援・要介護者1人あ
たり定員（通所系サービ
ス）

活用データ名・
指標名

単位

市川市

データの値

市川市 千葉県 全国平均
比較地域

（　千葉県松戸市　）

比較地域
（　千葉県松戸市　）

単位

データの値

活用データ名・
指標名

千葉県 全国平均



地域分析・検討結果記入シート 資料７-２
第１回市川市介護保険地域運営委員会

令和元年８月21日（水）

【５】受給者1人あたり給付月額（続き）

H27 H28 H29 H27 H28 H29 H27 H28 H29 H27 H28 H29

円 90,552 86,855 97,096 99,073 100,289 108,245 90,782 90,899 97,032 88,310 88,319 102,837

日 10.5 10.3 11.3 11.9 12.3 13.1 11.1 11.3 12.0 10.4 10.6 12.4

円 91,081 98,089 112,154 86,797 86,972 91,556 81,700 82,448 83,406 89,152 80,396 82,141

日 8.8 9.7 10.9 8.0 8.0 8.4 7.8 7.9 7.9 8.4 7.6 8.0

円 14,057 13,702 13,061 13,345 13,059 12,895 11,873 11,693 11,620 13,524 13,163 12,747

円 181,398 179,556 180,705 179,344 175,441 181,108 174,480 172,012 177,405 182,295 175,648 179,843

円 12,380 12,889 13,147 11,874 12,115 12,749 11,405 11,532 12,561 12,396 13,093 12,770

円 160,577 158,628 175,686 157,633 158,423 165,257 149,475 147,559 152,891 198,591 176,953 189,242

円 27,122 25,919 23,358 22,447 23,166 22,083 29,975 31,659 35,304 - - -

円 107,412 106,079 108,638 108,142 108,584 117,221 111,215 110,970 116,449 116,522 115,074 118,890

日 8.8 8.8 8.9 10.1 10.3 10.8 10.6 10.7 11.0 10.3 9.9 10.1

円 207,205 198,521 204,800 184,546 181,228 186,468 178,190 176,889 179,432 190,068 184,252 193,234

円 247,215 245,417 260,775 248,586 246,888 254,731 245,658 243,864 253,920 246,769 247,283 258,847

円 - 186,778 190,572 193,699 193,685 195,236 190,098 187,460 193,765 - - -

円 - - - 237,283 241,010 238,893 231,060 231,880 239,331 190,847 190,108 246,755

円 - 68,218 68,422 - 72,472 74,095 - 73,993 76,329 - 73,990 78,668

回 - 9.0 9.0 - 9.3 9.5 - 9.6 9.9 - 9.3 9.8

見える化・地域別（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（平成29年度のみ月報（3月末時点））および総務省「住民基本台帳人口・世帯数」


4

受給者1人あたり給付月額
（短期入所療養介護）

受給者1人あたり利用日数・
回数（短期入所療養介護）

受給者1人あたり給付月額
（福祉用具貸与）

受給者1人あたり給付月額
（特定施設入居者生活介
護）

受給者1人あたり給付月額
（介護予防支援・居宅介護
支援）

受給者1人あたり給付月額
（定期巡回・随時対応型訪問
介護看護）

受給者1人あたり給付月額
（短期入所生活介護）

受給者1人あたり利用日数・
回数（短期入所生活介護）

活用データ名・
指標名

受給者1人あたり給付月額
（看護小規模多機能型居宅
介護）

受給者1人あたり給付月額
（地域密着型通所介護）

受給者1人あたり利用日数・
回数（地域密着型通所介
護）

受給者1人あたり給付月額
（夜間対応型訪問介護）

受給者1人あたり給付月額
（認知症対応型通所介護）

受給者1人あたり利用日数・
回数（認知症対応型通所介
護）

受給者1人あたり給付月額
（小規模多機能型居宅介
護）

受給者1人あたり給付月額
（認知症対応型共同生活介
護）

受給者1人あたり給付月額
（地域密着型特定施設入居
者生活介護）

単位

データの値

市川市 千葉県 全国平均
比較地域

（　千葉県松戸市　）



介護保険事業（支援）計画策定のための

地域包括ケア
「見える化」システム等を
活用した地域分析の手引き（概要版）

厚生労働省老健局介護保険計画課

第１回市川市介護保険地域運営委員会
資料７-３

令和元年８月21日（水）



総給付費

≒第１号
被保険者数

①認定率

（サ別）受給者数
（総）認定者数

③受給者１人あたり
給付費

（日数・回数含む）

利用率＝ × × ×人口 × 高齢化率

②受給率

＝＝

（総）認定者数
第１号被保険者数

（サ別）受給者数
第１号被保険者数

＝

「見える化」システムを活用した給付分析のイメージ（手引きｐ４）

給付費
（サ別）受給者数

＝
給付費と「見える化」システムの3指標との関係



① 要介護認定率を全国平均等と比較し、その要因・背景を考えてみる（ｐ10～15）

要因分析（チェックリスト） 仮説の確認方法 対応の例（抜粋）

① 要介護認定のプロセス

A) 認定調査項目の選択率につ
いて、全国平均と比べて差が
大きくないか

要介護認定適正化事業の業務
分析データ内
「Ⅱ調査項目データ」

調査方法や判断基準にばらつきがあるなら
ば、認定調査員への研修等を実施する。

B) 重度（軽度）変更率について、
全国平均と比べて差が大きく
ないか

要介護認定適正化事業の業務
分析データ内
「Ⅲ審査判定データ（変更率）」

平均との乖離が大きい合議体があれば、介
護認定審査会にアドバイザーを派遣する。

② 地域の高齢者の状況

A) 高齢独居高齢者、高齢夫婦
世帯の割合が他の地域と比
べて高くないか

「見える化」システムＡ7-a、b
（国勢調査結果）
在宅介護実態調査結果（世帯）

（将来に備えて）
・介護予防に関する取組の推進
・生活支援サービスの充実
・住民互助による地域コミュニティの構築

B) 身体機能、認知機能が低下
している高齢者の割合が他
の地域と比べて高くないか

「見える化」システムＥ５、７
（ニーズ調査結果）

在宅介護実態調査結果（認知
症生活自立度）（認定データ）

・介護予防に関する取組の推進
・認知症への早期対応
・特定健診・保健指導の推進
・社会参加の場の整備

C) 要介護認定率に比べて、介
護保険サービスの利用率が
低くないか

利用率の算出
（受給者数/要介護認定者数）

・介護する家族への支援を強化

・利用者ニーズとサービス提供にギャップが
生じていないか等を検討

③ 地域住民に対する周知

介護保険の理念を住民に説明で
きていないのではないか

近年の説明実績等 住民との対話の充実



②（サービス系列別）受給率を確認し、
サービスの偏りの有無を確認する（ｐ21～25）

在宅系、施設・居住系の

バランスを確認

在宅サービス
高

施設・居住系
サービス 低

在宅サービス
高

施設・居住系
サービス 高

在宅サービス
低

施設・居住系
サービス 低

在宅サービス
低

施設・居住系
サービス 高

チェックリスト 確認方法 対応の例（抜粋）

中・重度者のニー
ズに対応したサー
ビスが提供されて
いるか

・「見える化」システ
ムD28、29要介護者

１人当たり定員（サー
ビス別）

・施設・事業所の配
置状況

・施設サービスの提供体制
のあり方について、関係者
と議論

・定期巡回、看多機等、中・
重度者の在宅生活を支える
サービスの充実

チェックリスト 確認方法 対応の例（抜粋）

A) 軽度者のニーズを満たし
ているか

・「見える化」システムD30要介護者１人当たり
定員（通所系） ・地域ケア会議の検討状況

・不足している在宅サービスの充実

B) 特定の在宅サービスに
偏っていないか ・地図上での事業所の数や配置の確認

（「見える化」システム、介護サービス情報公
表システム）

・定期巡回、看多機等、中・重度者
の在宅生活を支えるサービスの充
実C) 施設・居住系が在宅サー

ビスを代替していないか

チェックリスト 確認方法 対応の例（抜粋）

A) 要介護者のニーズを
満たしているか

要介護者１人
当たり定員

・不足している在宅サー
ビスの充実

B) 長期入院等が介護
サービスを代替してい
ないか

長期入院患
者数

・定期巡回、看多機等、
中・重度者の在宅生活を
支えるサービスの充実

C) 家族等に過度な負担
がかかっていないか

在宅介護実
態調査

・家族等への制度の周知
・レスパイト系の充実

在宅サービス
は、種類別で
も閲覧可能



③（サービス種類別）受給者1人あたり給付費

を確認し、ケアプランや受給者の特徴を把握する（ｐ30～35）

要因分析（チェックリスト） 仮説の確認方法 対応の例（抜粋）

① ケアプランの内容

A) 自立支援に資するケアプラ
ンが作成されているか

国保連給付適正化システム内の
各指標

・自立支援に資するケアプランの説明会開催
・地域ケア会議でのケアプランの検証

B) 特定の事業所で、区分支給
限度基準額に占める給付
費の割合に偏りがないか

「見える化」システムD18（各利用

者の区分支給限度基準額に占
める給付費の度合い）

・ケアプランチェック
・レセプトの内容確認

② サービスごとの給付費

特定のサービスが他の地域と比
べて高くないか

「見える化」システムD17a～t
受給者1人あたり給付月額
「見える化」システムD31a～j
受給者1人あたり利用日数・回数

・自立支援に資するケアプランの説明会開催
・地域ケア会議でのケアプランの検証
・ケアプランチェック
・レセプトの内容確認

③ 受給者の状況

A) 高齢独居世帯、高齢夫婦
世帯の割合が他の地域と
比べて高くないか

B) 医療依存度が高く、身体機
能や認知機能が低下してい
る高齢者の割合が他の地
域と比べて高くないか

要介護認定適正化事業の業務
分析データ内「Ⅱ調査項目デー
タ 特別な医療」

①要介護認定率→地域の高齢者の状況に同じ

①要介護認定率→地域の高齢者の状況に同じ

在宅サービスのみの分析
施設サービスにおいては、１人あた
り給付費に大差は生じないため



地域分析・検討結果記入シートで整理する（ｐ46）

各自治
体の数
値

全国平均等と
の比較

全国平均等と
の乖離につ
いて理由・問
題点等の考
察（仮説の設定）

設定した仮説
の確認・検証
方法

問題を解決す
るための対応
策（理想像でも
可）

認定率
・調整済み
・重度
・軽度

○○％
○○％
○○％
○○％

受給率
・施設
・居住系
・在宅

○○％
○○％
○○％

１人あたり給付費
・在宅
・在宅＆居住
・各サービス別

○○円
○○円
○○円

全国平
均より
高い、
低い等
の事実
を記入。

「手引き」の要因
分析（チェックリス
ト）を参考に記入。
1. 可能性がある仮

説を列挙
2. データ等を確認

3. 否定される仮説
を消去

「手引
き」の対
応例を
参考に
記入。
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